第122号様式（鉱産税更正・決定通知書）（第100条関係）
	（表）
	
	（裏）

	住　　　　　所
氏　　　　　名　　様
年　　月　　日
富岡町長　　　　　　　　　　　印
	
	鉱産税更正（決定）通知書（　　月分）

	
	
	
	第号
	住所
	
	
	

	
	
	
	
	氏名
	
	
	

	
	
	
	区分
	金額
	摘要
	

	
	
	
	鉱産税
	円
	
	

	
	
	
	既に納付の確定した税額
	円
	
	

	
	
	
	不足税額
	円
	
	

	
	
	
	過不少申告加算金
	円
	
	

	
	
	
	重加算金
	円
	
	

	
	
	
	納付すべき合計額
	円
	
	

	
	
	
	指定納期限
	年　月　日限り
	納付場所
	
	

	
	
	月分の鉱産税申告納付分を上記のとおり更正（決定）しましたから指定期限までに納付して下さい。　
不足税額については、申告納付すべきであった納期限の翌日から納入の
日までの日数に応じ、不足税額（1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てます。）に年14.6%（納期限の翌日から１月を経過する日までの期間については、年7.3%の割合（当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1％の割合を加算した割合（以下「特例基準割合」という。）が年7.3％の割合に満たない場合には、その年（以下「特例基準割合適用年」という。）中においては、年14.6％の割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3％の割合にあっては当該特例基準割合に年1％の割合を加算した割合（当該加算した割合が年7.3％の割合を超える場合には、年7.3％の割合）とします。）の割合を乗じて計算した延滞金を加算して納付してください。この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。
この通知書に記載された事項について不服がある場合には、この通知書を受けとった日の翌日から起算して3か月日以内に町長に審査請求をすることができます。
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